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一.はじめに
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犬は人聞が野生動物から家畜として飼育した最初の動物で、その家畜の歴史はかなり古く、凡

そ3万年前に遡ると言われている。犬は家畜化の当初から、猛獣などに対する警備や狩猟の補助

動物として用いられた役用家畜であり、人類の伴侶として飼育されてきたのである。新石器時代

に犬は生活必需品として人々に自身の肉や皮を提供し、また狩猟の供として使われていた。そし

て農業の出現によって、人類は家畜動物の飼育に安定した食物を提供できるようになり、犬は番

犬として使役され、狩猟や祭把などに多く利用された。

日本における最古の家犬は新石器時代に遡り、その骨は全国の新石器時代に属する縄文、弥生

時代のいくつかの遺跡から発見されている(1)。中国では家畜のうち最も古いものは犬と豚であ

るが、今のところ約 9000年前の河南省舞陽県買湖遺跡で出土した犬が、中国における最初の家

畜とされている (2)。さらに韓国でも新石器時代の遺跡から犬の骨が発掘され、家畜として飼育

されたという (3)。そして最初に犬が文献に登場するのは夫余時代に遡るが、『後漢書J東夷列伝

夫余国僚 (4) と『三園志』貌書東夷伝夫余篠 (5)にそれぞれ「狗加Jという官職名の記録があり、

馬加、牛加、猪加など家畜化した動物名と一緒に使われていることから、この時代にはすでに犬

の飼育が一般化していたと考えられる。

このように、日・中・韓の三国では古く新石器時代から犬の家畜が始まり、食用のほかに狩猟

や警備などの役畜として使役されてきた。本稿では、ことわざに現れる犬の役割を中心としつつ、

文献資料等を用いてそれぞれの国で犬がどのように使われてきたかを分析することから、三国に

おける犬の文化やその歴史などについて考察することを主旨とする。

ニ.本文

1. ことわざ用例の抽出と分類

本稿では、日本のことわざは『動植物ことわざ辞典j(高橋秀治 東京堂出版 1997)を、中
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国は『中国俗語大辞典j(上海辞書出版社 1989) を、韓国は『動物俗談辞典j(宋在珠 東文選

1997) をよりどころとして、その中から動物を素材としたことわざを抽出し統計と比較をおこ

なった。その結果、犬の出現頻度はそれぞれ 166回、 143回、 999回となり、動物名総出現頻度

の6.4%、 9.1%、15.2%を占め、各2位、 3位、 1位という高い順位を示している。

さらにこれらの犬にまつわることわざを犬に与えられた役割ごとに分類し、抽出してみると、

その役割は主に①狩猟用(狩猟に用いる)②警備用(番犬など警備に用いる)③食用(肉を食用

に用いる)④その他(上記以外のことに用いる等)に分けられる。なお①~③のほかに、遊牧民

族にとって犬は牧畜用として大いに使われているが、日本、中国、韓国は皆長い間にわたって農

耕文化を基盤とした国で、あったため、ことわざにも牧畜に関する用例が見当たらなかった。

犬に関することわざを役割別に抽出して分類と整理をしてみると、次の表とグラフの示すよう

になる。

日本 中国 韓国

総出現頻度 166 総出現頻度 143 総出現頻度 999 

狩猟用 814.8% 3 12.1% 6 10.印6

警備用 110.6% 5 13.5% 4 10訓告

食用 1 10.6% 412.8% 15 1.5% 

その他 1 10.6% 2 11.4% 010.仰も
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グラフから分かるように、日本においては狩猟関連のことわざが他の役割に関するものより圧

倒的に多い。一方、韓国では食用関連が多く、中国の場合は警備、狩猟、食用関連がほぼ同じぐ

らいの頻度で現れる。ここでは用例の中から一部をとりあげて具体的な考察をしたい。

2. 日・中・韓のことわざに表れる犬の役割

.狩猟用

日 鷹のない犬

犬も朋輩、鷹も朋輩

中狭免死，走狗烹 (6)

(すばしこいウサギがいなくなったら猟犬は煮られる意で、利用価値が無くなればぞん

ざいに扱われるとのたとえ)

韓豆万l呈斗昔J三唱 λト1オ7R霊会止と斗

(兎狩が終わったら、猟犬を烹る意で、利用価値が無くなればぞんざいに扱われるとの

たとえ)

人ト1ま音吐 λト1オ7Rそl斗11t:干

(狩が終わった後の猟犬如しという意で、利用するだけ利用したものは不必要とのたとえ)

犬はかなり古くから狩猟の協力動物として用いられ、これは東西を問わず普遍的な現象であっ

た。そして狩猟の進歩とともに、犬の使い方も変化し、そのうち特に発達したのが鷹狩で、これ
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に用いる「鷹犬」が、常に鷹とともに狩猟に使われていた。このことは「鷹のない犬」とか「犬

も朋輩、鷹も朋輩jなどのことわざからも見て取れる。

中国にも古くから鷹狩があったようで、『史記』に秦(前 221~前 206) の始皇帝の宰相李斯

が宣宮越高に陥れられて死刑になる前に、その中子に「吾欲輿若復牽黄犬倶出上察東門逐狭免、

畳可得乎」と言ったと記しており、これに関して『太平御覧Jが「牽黄犬、皆蒼鷹」とヲ|いてい

ることから、その頃にはすでに鷹狩が行われていたと考えられる (7)。しかし実際にはそのかな

り前から犬は狩猟に使われてきており、段嘘の卜辞からも、商代に「犬逐」の狩猟法があったこ

とが分かる (8)。また『周櫨』秋官に「犬人、掌犬牲、凡祭記、共犬牲Jと記し、注疏に「犬有

三種、田犬、吠犬、食犬」と解釈していることから、周の時代に専門的に狩猟のために飼育され

た犬がいたことが明らかである。

五、六世紀頃、敦燈や河西一帯の人々の間で「放鷹走狗」の狩猟が一般的に行われ、当時の鷹

狩の具体的な場面が嘉硲関貌晋古墳の碍画に描かれている。専門的に鷹の訓練をする人を「鷹師」

と呼んでいたが、陪場帝大業四年 (608)に「徴天下鷹師悉集東京、至者寓飴人J(9) という記録

から、その頃鷹狩がかなり広く普及したことが分かる。後の唐の時代になると鷹狩の風習がさら

に盛んになり、皇宮の中に鷹坊や狗坊が設けられ、西の地域では専門的に優良な猟鷹を訓練して

皇帝に献じたという(10)。このように鷹狩は王侯貴族の慣習として長く続けられたが、清代になっ

てからしだいに衰弱してきた。

日本の鷹狩に関する最古の文献記録として、『日本書紀』仁徳天皇四十三年 (355) に初めて百

済の帰化人から鷹を猟に用いることを教わり、調教し、鷹甘部をおいたと記されている(11)。し

かし奈良時代の殺生禁止の強化とともに、狩猟禁止の勅令がしばしば発布された(12)。のち延暦

二年 (783)には「放鷹遊猟Jが復活し、平安時代の貴族豪族の間で、盛んに行われていたO 鎌倉

時代の武家社会に入るとまもなく鷹狩が禁止され、軍事演習として武士による巻き狩りが盛んに

なった。それが戦国末期の豊臣時代になると、秀吉によって鷹狩が再び復活し、江戸時代には武

家に独占されて武芸の修練として行われた。弘仁九年(818)には日本最古の鷹狩の書物として『新

修鷹経jが編纂され、『高忠聞書』には武家の巻き狩りに関する記述が見える (13)。とくに江戸時

代の鷹狩りには鷹犬が使われ、人と鷹と犬が三者一体となって行われていて、流派も数多くあっ

たようである。将軍付属の鷹匠部には鷹犬の訓練所なども設けられ、これには秘伝もあったとい

ゐ (14)
ノ 0

このように古墳時代に日本に入ってきた鷹狩は、途中で中断したりしながらも、長い間続けら

れてきた。そして古代上層社会における鷹狩や巻き狩り等は、ときには政治的祭儀や軍事演習的

な意味づけもあったが、一種の遊猟行事として行われることが多かったようである。

韓国では古く中国から鷹狩の風習が民間に伝わり、三国時代にはすでに一般的に行われていた

ようで、長川一号古墳、安岳一号古墳などの四世紀頃の高句麗の壁画には当時の鷹狩の情況が描

かれている。前述の『日本書紀j仁徳天皇四十三年の記録も、その裏付けであるといえよう。高

麗時代になると、民間だけでなく宮廷貴族の間でも一種の遊興として鷹狩が盛んに行われた。そ



20 朱 銀花

して忠列王元年 (1275)に各地に鷹坊を置き、そこに鷹坊審検別監と捉鷹別監を派遣して庶民を

鷹獲りに動員し、忠烈王9年 (1283)にさらに鷹坊都監を設置して管轄を強化し、各州や郡に猟

犬の貢納を命じて盛んに鷹狩を行った(15)。韓国の歴史において鷹狩の記録が最も多く残ってい

るのは李氏朝鮮時代であって、統計によると、この時代に最も多く鷹狩を行ったのが世宗と太宗

で、その回数はそれぞれ 149回と 82回にも達している(16)。このように高麗や朝鮮時代に王侯貴

族の間で盛んに鷹狩が行われたが、一方、民間では鷹を献上することの負担が重くなって不満が

高まり、鷹坊制度は途中で何回も廃止と再設置を繰り返しながら、李朝時代まで存続した。

韓国では古くから名鷹が産出し、それが中国や日本に輸入された。唐・賓輩の詩「新羅進白鷹j

(17)から三国時代にはすでに新羅から中国に鷹を献じたことが分かり、『冊府元亀』にも溺海から

何回も唐に鷹を朝貢したこと(18)が記されている。とくに高麗と李朝時代には「海東青」という

名鷹が名を知られ、しばしば中国に献上された(19)。李朝の世宗 (1397~ 1450)の時には品質の

良い鷹を中国の明に輸出するために、鷹子採訪別監を地方に派遣するかたわら、民間に鷹の献上

を強要し、さらに鷹の絵を書いて各道に送り、種類別に獲り納めるように令 (20) を出したから、

民間における負担は相当なものであったと思われる。そして中国からの献上の要求が絶えなかっ

たので、奨励の令 (21) を出して、鷹獲りを勧めた。そのころ中国のほか、日本からも鷹の輸入を

求められていたという (22)。

これまで主に三国における鷹狩について述べてきたが、鷹狩をよく「走狗放鷹」と表現するよ

うに、鷹と犬は互いに協力し合う関係である。「犬も朋輩、鷹も朋輩」といってそれぞれ役割が違っ

ていても、実際には同じ仲間であって、鷹狩には両方とも欠かすことができない。つまり鷹狩が

盛んに行われたということは、それだけ犬が狩猟に使役されたことが多かったと理解していい。

鷹狩の補助動物である猟犬のほかに、鷹餌用に供された犬もあった。『会津家世実記』の慶安

4年 (1651)三月二十八日条には御鷹餌用に徴収するための犬数の調査記録が記されてあり、鷹

餌用に犬を徴したのは会津藩が特例ではなく、十七世紀前半にはほぼ全国的になされたようであ

る(制。また『高麗史j(24) によると忠烈王 (1274-1308)時に張公と李平が宮中で鷹を飼育し、

その餌として民間の鶏と犬を無数に殺したが、直史館の秋適が李平を訪ねたところ、蓬の下で物

音がするので開けてみたら、足を斬られた犬だったという。

このように犬は家畜化された当初から人々の狩猟の補助として使われ、とくに三国とも長い歴

史にわたって鷹狩の風習が続けられていたため、鷹とともに狩猟に活躍されてきた。そして、近

代になって鉄砲による狩猟の普及とともに、鷹狩がしだいに衰えるようになり、犬は単独に猟に

用いられるようになったのである。

中国では昔から田犬・吠犬・食犬に分けているが、日・中・韓三国において専門に狩猟に使役

される猟犬はおそらく王侯貴族等の上層階層や猟師等により飼育されたもので、一般の庶民の問

では三者の区別がはっきりしていなかったようである。つまり、「狭免死，走狗烹(すばしこい

ウサギがいなくなったら猟犬は煮られる)JI豆オ吾ヰ昔立喧 λ干す7R暑さまとヰ(兎狩が終わっ

たら、猟犬を烹る)JIλトサ音¥:!-斗1オ7R~λ~l 斗(狩が終わった後の猟犬如し )J のことわざの
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ように、猟犬も食用にされていたと考えられる。

-食用

日 羊頭を懸けて狗肉を売る

中桂羊失，実狗肉

(羊頭を懸けて、狗肉を売る意で、表と裏、行動と発言が違うことのたとえ)

狗肉上不得台童，稀泥巴糊不上壁

21 

(犬肉は台盤に出すことができず、どろどろの泥は壁に塗りつけることができない意で、

素質がなく、意気地がない人のたとえ)

狗肉漆三漆，神仙苅不稔

(犬肉の美味には神仙も耐えられない意で、ご馳走の誘惑は人に道理を捨てさせ、やっ

てはいけないことをさせるとのたとえ)

韓 主守子包 7Rす美吐ヰ

(三伏に犬を屠るように、むやみに殴ることのたとえ)

7R七祖祖司干王司昔斗01=受01¥:!-ヰ

(犬はゆっくり打ち殺したほうがおいしい)

7R.JI.ア1七宮司斗寸受01ヰ

(犬はいつも持ち味で季節に関係なく美味しい意で、人の本性は隠せないとのたとえ)

中国では古くから犬が六牲のーっとして犠牲に使われており、犬肉の食用も行われていた。中

国における犬の肉食に関して、これは東南アジアの山岳地帯から中国の南部に入った慣習で大飢

鐘の影響でしだいに広まったと主張する学者 (25) もいるが、これに対して桂小蘭は「中国におけ

る犬食の習俗を支えていた原動力は古代宗教、すなわち民間信仰に求められなければならないJ(26) 

と指摘している。中国では、古代から養老礼や郷飲酒礼、郷射礼などに犬が牲として料理に使用

されていたが、犬が陽畜で、あって補陽保温の養生効果があるという陰陽五行の思想も、犬食に大

きな影響を与えた。中国伝統の漢方医学 (27)では犬を猟犬、番犬、食用犬に分け、そのうち食用

犬を薬用に用いるが、体力を補うには黄犬が最上のものとされる。

このように古くから行われてきた犬食の習俗は、南北朝時代に入って北方地域が遊牧民族の支

配下に置かれてからしだいに衰え始めた。一方、この時代を前後として中国における畜産の構造

に大きな変化が起こり、羊が主要な肉畜として絶対的な地位を占めるようになった。中国最古の

総合農書である『湾民要術』には犬に関する料理法が「犬牒法J(お)一つしか記録されていないが、

肉料理のうち羊を食材としたものが他より圧倒的に多い。その頃から羊は何世紀にもわたって主

要な肉畜として飼われてきたのである (29)0 I控羊尖，実狗肉(羊頭を懸けて、狗肉を売る)Jは、

まさにこのような食生活の反映であると言えよう。そして古くは儀礼の牲として士大夫たちに好

まれていた犬肉は、南北朝時代を経て唐や宋になると、仏教などの影響 (30)で食べない人が増え

たうえに、犬の習性による穣れの意識が強まり、「狗肉」は「台童」にでることができなくなり、
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下層社会或いは一部分の犬肉晴好者によって食用されてきたのであるO

日本における犬の食用に関して、加茂氏は日本の弥生文化期において犬は猟犬や番犬あるいは

愛玩犬として親しまれていたようで食用にはされていなかったという。その後、古墳時代後期に

中国や韓国から渡来した人たちの間で犬食の慣習が行われ、後の戦国時代に犬肉の食用が盛んに

なり、その皮が利用されたのはこのような渡来人の間に残っていた風習によるものである、と主

張した (3九しかし近年、歴史考古学から犬食の問題に関する資料が多く提供され、解体した痕

跡である刃物の切断痕がある犬の骨がすでに弥生時代よりみられ、食用に供されていたことが明

らかになった。さらに中世の草戸千軒遺跡・葛西城祉からも解体痕のある犬の骨が出土され、江

戸時代では、武家屋敷跡などからの出土が目立ち、明石城武家屋敷跡からは脳髄まで摘出された

犬の頭蓋骨が豚や猪などの骨とともに出土して、犬が食用されたことが明白になった (32)。また

江戸時代の『料理物語j(33) には「いぬ すい物、かひやきJという調理法が記されている。

このように、日本人が古くから犬肉を食べなかったわけではない。しかし仏教の殺生禁断令や

その教えの浸透につれて食犬習俗を野蛮視する傾向が強まり、生類憐みの政策などの影響もあっ

て、中国や韓国に比べて魚介類への依存性が強く、肉食文化が薄かったことは事実であるといえ

よう。犬肉の食用も決して普及していたわけではなく、ごく一部分の人のあいだで行われていた

にすぎない。中国も同様に、犬に対する織れの意識が犬肉をあまり食べない要因の一つであると

考える。

韓国における犬肉の食用の歴史はかなり古く、高句麗安岳 3号墳 (4世紀頃)の壁画に屠殺さ

れた犬が描かれていることから、すでに三国時代に犬の肉食が一般的に行われていたことが分か

る。高麗時代には犬肉の食用に関する文献記録が少ないが、おそらくその時代には仏教の隆盛で

肉食が禁止されていることが多く、ほかに犬を神聖視して食べない元のモンゴル人の支配下に置

かれた影響もあって、上層社会ではあまり犬肉を食べなかったと考えられる。一方、庶民の間で

はその慣習が続けられていたとみられ、『高麗史j(34)に食用に関する記録がある。

朝鮮時代になると儒教が国の政治的理念として定着し、崇儒主義が一層広まり、「位叶(知識人)J

等は犬肉の食用に反感を感じることなく、「郷飲酒薩」の儀礼の料理として犬肉が使われた。「郷

飲酒櫨J(35)の風習は古く中国の周代に行われた礼で、韓国に伝来した年代に関しては明らかで

ないが、文献から見ると、高麗仁宗 14年 (1136) に科挙制度を整備しながら、諸リ、1'1の貢士を中

央に送る際に郷飲酒札を行うことを規定したという (36)。そして朝鮮成宗 5年 (1474)r園朝五雄

儀j(37)の完成により、その施行が一般化した。このように朝鮮時代には儒教の崇拝が盛んになり、

中国の周や春秋時代に犬が牲として食用され、孔子も犬肉を食したと言って、当時の韓国の儒者

たちは犬肉を食用とすることに何の抵抗もなく、その中で韓国の犬食文化は続けられてきたので

ある。

また肉類が不足がちな庶民にとっても、犬肉は主な蛋白質供給源として愛食され、この時代に

は社会全般において犬肉の食用慣習が普及するようになった。朝鮮正祖 19年 (1795)旧暦6月

18日の恵慶宮洪氏の還暦宴に黄犬を利用した「狗蒸」という料理が出された記録(掛から、当時
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の宮中の食膳にも犬肉が使われたことが分かる。

このような食犬文化の普及にともない、犬の飼育方法やその食用効果、調理法などに関する本

も数多く書かれた。そのうち調理法を紹介した本だけをあげると、『告斗斗叶す(間壷是議方H(安

東張氏・ 1670)r仕草忍寸(山林経済H(洪高選・ 1715) r号且仕草弓ス~1 (増補山林経済)j (柳重

臨・ 1766)r汗音寺ぺ(間閤叢書H (濃虚閤李氏・ 1809)r百祖召電(民天集説H (斗庵老人・

1751 ~ 1823頃)r官昌信寺ス.1(林菌十六志H(徐有築・ 1827年頃) L2_手台吾すをせJl(五州

街文長集散稿)j (李圭景・ 1850年頃)r芋包吾ス.1 (婦人必知)j (著者未詳・ 1908)r司号云ぺ(海

東農書H(徐浩修・ 1799)rJlヰ位。l召(孜事十二集)j (徐命磨、徐有築・ 1787)等があり、犬

肉の煮方、蒸方や条り方、狗醤等の韓国独特の料理法が詳細に説明されている。

その他に犬の屠殺方法も独特であり、 17Rと祖祖司干王司王{Oいト受O1¥::l-ヰ(犬はゆっくり打

ち殺したほうがおいしい)J ということわざがあるように、犬は包丁などを使わず棒で打ち殺す、

と文献にも記されている (39)。同じ方法が中国の一部分の地域でも使われているが、これは犬の

血は有益であるので、体内に残すためであるという。中国の医書『食療本草jや『本草綱目j(40) 

にも犬の食用にする時に血を抜くと薬用効果がないと記しであることから、おそらくこのような

伝統的漢方医薬の影響で犬は棒で屠るようになったと考える。

用例のうち、 1..2..甘望 7R昔妄吐ヰ(三伏頃犬を屠る如し)Jということわざがあるが、韓国で

は三伏の時によく犬肉を食べる慣習がある。その起源をめぐっては議論があるが、一つは中国の

秦徳公の「以狗禦墨J起源説 (41)で、秦徳公二年(前676)の初伏に初めて犬を以って伏神を祭っ

たことから、三伏に狗醤を食べる風習になったと記している。もう一つは「伏日食湯餅」起源説

であるが、中国では貌の時代に伏日に湯餅を食べて厄を被う風習があって、これが韓国に伝わり、

湯餅の代わりに「狗醤」が伏日の節食となったという。いずれにせよ、犬と伏日がそれぞれ火と

金に当たるという五行説に基づき、「以熱治熱」の方法で一番暑い三伏に犬肉を食べて汗を流す

ことで虚を補い、万病を防ぐというのが一般的な考えで、狗醤は参鶏湯と並んで「三伏節食」の

代表的な食べ物として、韓国で長い伝統を持っている。

先に述べたように、中国では古くから犬肉の食用が行われ、そのような慣習が韓国にも影響を

及ぼした。ところで韓国の風習は中国のそれをそのまま受け入れて全く同じで、あったというわけ

ではない。韓国における食犬文化は中国のものを受け継いだ、ものもあれば、特有なものもある。

中国では古く祖先崇拝の宗廟祭記に犬肉の「糞献J(42)を供える風習があり、村山知順の『釈実・

乞雨・安宅Jによると、朝鮮半島成鏡南道の新興郡では祖上祭に犬を祭物として供する (43)。こ

れに関して桂氏は、これは中国の影響を強く受けたもので、「朝鮮半島の『祖上祭』およびそれ

に伴う『飲福』が朝鮮半島の犬食習俗に大きな影響を与え、この習俗を促進した背景の一つになっ

たことは間違いがないJ(伺)と主張した。しかし朝鮮時代の『郭居頭、編j(45) には祭杷に犬を使わ

ないと記しており、新興郡の場合はごく稀な例であって、ほとんどの地域で犬を不浄なものとし

て祭記に供えないし、「洞祭」にも牛、豚、鶏などを使っても、犬だけは使わないという (46)。村

山氏の同書の調査統計からみても、十三道百七十の府郡のうち犬を祭物としたのは新興郡だけで
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あることからも、この事実が明らかであろう。このように韓国では中国と違って普通祭記に犬を

供えないのが通例であって、桂氏の主張は不適当であるように考えられる。

また中国では古く貴族の開で犬の肝や肺等の内臓は食しても、腸や腎臓は食用にされなかった

が、鄭玄の解釈によると、腎臓は体に悪く、腸は犬が雑食であるため、汚いからであるという (47)。

しかし韓国では、『舎斗斗ロlす(閏壷是議方)j (1670)に「刈合叶(犬腸詰め)Jという腸を使っ

た料理が紹介されている。「合叫(腸詰め)Jとは今の韓国でも一般的に食べる伝統料理の一つで、

牛や豚の腸にいろいろな具や材料を入れて作った食べ物である。

このように犬肉の食用は韓国の伝統的食文化に根強いものであったが、 1988年のソウルオリ

ンピック大会の際、外国の世論の非難などの影響で犬肉の食用が禁止され、犬肉の料理庖が大都

会から姿を消すようになった。そして一部分の地方では今も葬式や還暦、誕生日などに犬肉で客

をもてなすことが最高の礼とされ、食犬の風習が残されているという (48)。

-警備用

日 犬は門を守り武士は国を守る

中 好狗炉三知，好双炉三村

(よき犬は近隣を守り、よい男は村を守る意で、大胆な男は皆のために尽くすことのた

とえ)

ま戸家之狗，盗賊所悪

(家を守る犬は盗賊の憎みである意で、忠貞の士は小人に嫉妬されることのたとえ)

葬猫捕鼠，蓄犬防家

(猫を飼うのは鼠を捕るためであり、犬を飼うのは家を守るためであるとのこと)

韓 7R岩外]七王号吐且Ol.Jl，芋斗せ寸七平斗せ且包ヰ

(犬の目には盗人しか見えず、仏には仏しか見えない意で、誰も自分と利害関係がある

ことに関心をもつことのたとえ)

7R七王号含スlヲ1.Jl， ~干名 u司吾 2E喧斗

(犬は家を守り、鶏は夜明けを教える意で、それぞれ自分の職に努めることの戒め)

犬は家畜化された当初から、野獣の接近や攻撃から人を守る警戒の役割を果たしてきた。そし

て財産私有制社会に入ると、番犬としての役割がさらに重要視されるようになったはずで、ある。

『周種』秋官注疏によると、周代では田犬、吠犬、食犬に分けられ、家を守るのに使役される番

犬があったことが分かるが、その前の商代にすで、に犬が警戒に使われていたO 甲骨文に i$'J (拾

五、七)と「今J(粋九六0)という二つの文字が出てくるが、専門家によれば前者は犬囲いと

地名を指す字で、後者は「突」であると考証され、『説文』に「突:犬以穴中暫出也」と解釈した。

衛斯氏はこの i$'Jという字は番犬が警戒している時の行動を示す字であり、犬が何かの物音に

突然穴から飛び出して、岐みつくことを表しているという (49)。

日本では、戦国時代の武士達が強大な犬を警備や狩猟に用い、後の江戸時代の大名等は警備用
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として大型の番犬、すなわち「唐犬jを多数飼育し、行列などのときには先頭に唐犬の大きいも

のを多数牽かせ、威嚇して歩いたという (50)。韓国では「珍島犬」という天然記念物第53号に登

録された在来犬が、昔から狩猟のほかに番犬として使われた。珍島犬は勇猛で飼主に忠実であっ

て、同じ家に部屋を借りて住む人に対しても、平素の往来は無心に見ても、主がいない時に誰か

が大家に入って何か小さい物でも持って行こうとするとただちに唆みつくという (51)。

このように人々は犬の警戒心と攻撃力を利用して警備に使役したが、民間では防盗のために番

犬として飼育され、ほかに軍事にも利用されることがあった。

中国の『酉陽雑組』に大犬を軍事の監視警戒に利用した文 (52)があり、『史記』には軍犬や軍

馬を訓練した記録(日)がある。日本の『太平記Jには、畑時能が二人の従者を連れて、「犬獅子」

という犬の偵察と案内を頼りに敵の城に忍び入る話 (54)が記されている。また戦国時代の武将で

ある太田資正は大変な犬好きで、北条氏康に松山城を攻められた時犬を伝令として使い、素早い

後詰めによって敵を駆逐したと言う (55)。

-その他

日犬追物

中元弓狗牽型

(馬がないと、犬に翠をヲ|かせるという意で、最適なものがなくて、すこし劣るものを

間に合わせに使うこと)

没得狗尿，也神白菜

(犬の糞が無くても、白菜は植える意で、誰かがいなくても、やることはやれるとのた

とえ)

韓なし

「犬追物」は鎌倉時代に武士の騎射の練習のために始まったものであると言われるが、その起

源については定論がない。文献としての最初の記録は『吾妻鏡』承久四年 (1222)に南庭で射手

四騎と犬二十匹で犬追物が行われた (56) と記しである。犬追物にはよく白犬が用いられ、鎌倉・

室町時代に武士の修練として盛んに行われたが、後に衰弱して江戸時代には島津家に伝えられ、

明治十四年 (1881)五月九日に島津家別邸に天皇を迎えて催されたのを最後に途絶したという (57)。

「元弓狗牽型」ゃ「没得狗尿，也神白菜」のことわざからみると、犬が農耕に使役されたり、

糞を肥料に使ったりしたことになる。犬耕をめぐっては学者間で議論があるが、甲骨文の中に現

れる「持J(甲六一五)という文字を挙げ、これは二匹の犬が来を引くのを表す象形文字で、あって、

商代に犬耕が行われていたという説側がある。その反論として康段氏の n場』常為人誤視為

手執来的 rJ'.]籍J(59) という解釈を用いて、「誇Jは犬耕の象形文字でないという主張 (60) もある。

一方、『股嘘甲骨文字通釈稿.] (61) には「従二犬，従二手持)，象農具。由籍作ぷ可参、示人

持農錯器具 駆犬以耕。く説文〉無字。甲文用為田猟地名、距黄河不遠、始見於武丁ト辞」と解

釈されている。前の異論や解釈をまとめてみると、まず議論の中心である「誇」が地名に用いら
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れており、犬耕の動詞として使われた記述がないことと、康段氏の解釈から、商代に犬耕が行わ

れていたとはっきり断言できないと考える。

文字学や歴史学における犬耕の議論の一方に、中国の民間では昔から「狗耕田」の物語が伝え

られている。統計によると、地方によって多少内容が異なるが、全国的におよそ二三百篇ぐらい

のテキストがある (6九そのうち最も伝統的な物語の粗筋をみると、

昔、あるところに二人の兄弟が住んでいたが、二十歳頃になると、分家することになった口

元々貧しい家だ、ったので、財産としても牛一頭と黒い子犬一匹だ、けだ、った。欲張りの兄が牛

を取り、弟は犬と一緒に暮らすようになったが、犬を我が子のように大事に育てたという。

そして子犬はすくすくと大きくなり、弟を手伝って田畑の耕作をするが、これが珍しく皆

に不思議に思われ、弟は犬耕で人と賭けてお金を稼ぐようになった。その噂を聞いた欲張り

の兄は弟から犬を借りてお金持ちになろうとしたが、失敗して怒りのあまりその犬を殺した

という。… (63)

物語からみても分かるように、犬耕が珍しいことであったからこそ、弟はそれでお金を稼ぐこ

とができたわけである。つまり、「狗耕田」はあくまでも民話であり、実際には中国で犬が耕作

に使役されることはなかったようである。そして「元弓狗牽型」ということわざも、おそらくこ

のような民話と深い関わりがあると考える。

一 おわりに

本論文では、主に日・中・韓のことわざに出てくる犬の役割を中心に分析を行うことによって、

それぞれの国において犬がどのように利用されてきたかについて考察してみた。三国は同じ漢字

文化圏に属され、昔から中国からの影響を多く受けており、相互間の交流も深く、歴史も非常に

長い。このようなことは犬文化においても同様であって、日・中・韓の間では古くから犬文化を

めぐっていろいろな面で交流を重ねてきた。一方、各国の社会や歴史、文化等の違いからその差

異も見出されたが、犬肉の食用において最も顕著であるo

それぞれの国の犬文化はことわざにも反映されているが、日本では昔から犬の食用の慣習があ

まり普及しておらず、その飼育も一部分のものに限られており一般的に行われていなかったため、

ことわざでの用例数が少ない。その反面、昔から鷹狩が盛んに行われ、猟犬として活躍すること

が多かったことから、狩猟用の用例が圧倒的に多く現れる。

中国では南北朝時代に入ってから犬の肉食がしだいに衰え、 f桂羊~，実狗肉(羊頭を懸けて、

狗肉を売る)JI狗肉上不得台童(犬肉は台盤に出すことができぬ)Jのように評価が下がった。

客の接待などには犬肉を使わないのが普通であるが、しかし一部分の地域や民族においては、ま

だその食用が続けられている。また狩猟や番犬としても長く利用してきたので、それぞれの役割
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のことわざ用例数がほぼ同じである。

韓国では古くから鷹狩が行われ、猟犬として使役されることが多かったが、それより最も伝統

的なのは犬の肉食であって、関連のことわざ用例も一番多い。しかも中国のことわざ用例からは

犬肉に対するマイナス意識がうかがえる一方、韓国の場合は i7R JI.71七包寸斗寸安01ヰ(犬は

いつも持ち味で季節に関係なく美味しい)Ji_2_汁萱 7R昔安警斗(三伏に犬を屠る)J i 7Rモ

右右司手玉司昔。いト受01B斗(犬はゆっくり打ち殺したほうがおいしい)Jのように、食用に

対する積極的な意識が強調されている。

このようにことわざは文化や社会、民俗等の投影であって、そこからそれぞれの国の民族性を

理解することができる。そしてこのようなことわさ守に表れる犬文化についての考察が、二千年余

の長い交流を持つ中・日・韓三国の人々が互いに相手国に対する理解を深め、今後のさらなる交

流の上で少しでも役に立てれば幸いである。
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